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第１章　組織および目的
第１条

本会は宮城県仙台第三高等学校尚志会と称し、事務局を同校
内に置く。

第２条
本会は会員相互の親睦を図ると共に母校の発展を助成し、併
せて在校生に対する激励を行うことを目的とする。

第２章 事業
第３条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員名簿の作成
2.会報の発行とホームページの維持管理運営
3.在校生への援助
4.講演会等の主催
5.その他本会の目的達成に必要な事項

第３章 組織
第４条

本会の会員は次の通りとする。
正会員 宮城県仙台第三高等学校卒業生、又はこれに準ずる者
で役員会が認めた者
特別会員 現旧職員及び本会より推挙された者

第５条
本会に次の役員を置く。
1.会長　　　　１名
2.副会長　　　３名
3.監事　　　　２名
4.常任理事　 10名
5.幹事　　　若干名
会長、副会長、監事、常任幹事は総会にはかり、正会員中よ
り選出する。幹事は会員中より会長がこれを委嘱する。

第６条
役員の任務は次のように定める。
会長は会務を総括し本会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代理
する。
監事は本会の会計監査にあたる。
常任幹事は本会の庶務、会計その他諸般の会務を掌る。

第７条
役員に任期は３ヶ年とする。但し重任を妨げない。任期途中
で欠員があるときは、次期総会もしくは臨時総会で選出す
る。

第８条
本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問、参与は会長
が委嘱し、会長の諮問に応ずる。参与には現学校長を推挙す
る。

第４章 総会
第９条

本会は毎年１回定例総会を開き、諸般の協議並に報告を行
う。また役員会が必要と認めたときは、臨時に総会を開くこ
とができる。役員会は随時これを開き予算、決算その他重要
な会務を審議する。

第５章 会計
第10条

本会は学校長との協議により本会の事務の一部を現学校長に
委託し、管理及び執行を委任することができるものとする。
尚、委託した事務を変更または廃止しようとするときは、本
会は学校長と協議しなければならない。

第11条
本会の経費は会費、入会金その他を以てこれにあてる。正会
員は基本会費として3,600円、入会金として1,000円を拠
出するものとする。但し会費は入学時より正会員となるまで
の在学中に分納しこれにあてる。事情により正会員になれな
かった者に関しては、請求があれば分納金を返却出来るもの
とする。

第12条
本会の財政基礎を強固にするため正会員は会費として年額

2,000円を拠出するものとする。
尚、満60歳に達する年度より、その後の年会費については
一括終身納入制度を活用することができる。一括納入金額
は、30,000円とする。

第13条
本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終
る。

第６章 総則
第14条

本会則は総会の決議により変更することができる。
第15条

会務執行上の細則は別に内規として定める。
第16条

会員の多数存在する地域又は団体に支部を設けることができ
る。支部を設けた時は直ちに報告するものとする。支部は年
１回支部の活動について事務局に報告する。

附　則
1.本会則は昭和41年４月１日より施行する。
2.昭和48年８月12日一部修正。
3.昭和53年８月13日一部修正。
4.昭和60年８月11日一部修正。
5.昭和63年８月９日一部修正。
6.平成２年８月12日一部修正。
7.平成６年９月10日一部修正。
8.平成17年９月14日一部修正。
9.平成18年９月９日一部修正。
10.平成20年９月13日一部修正。
11.平成22年５月28日一部修正。
12.平成23年6月24日一部修正。

慶弔内規
慶祝･････考慮しない。
弔問

1.会員・会員家族･･･原則として考慮しない。
2.母校教職員、旧職員、特別会員･･･弔電（香典については

その都度考慮する）
3.在校生･･･香典（5,000円）

尚志会「功労賞」授与基準
1.全国大会（全国高等学校総合体育大会、国民体育大会、甲

子園大会等）に出場した者で、人物がすぐれていること。
2.部活動を３ヶ年間継続し、高校生活において、人間的に

も、模範的は人物であること。
3.生徒会及び部活動において指導的立場として努力した功績

と、後輩の指導にも貢献した人物であること。
4.受賞候補者を選考するときは顧問会議、生徒会関係職員の

会議を経て、審議し、尚志会と協議の上決定する。
新旧対照表
新

第３章 組織
第５条
2.副会長　３名
4.常任理事　10名
会長、副会長、監事、常任幹事は総会にはかり、正会員中よ
り選出する。幹事は会員中より会長がこれを委嘱する。
第７条
役員の任期は３ヶ年とする。但し重任を妨げない。任期途中
で欠員があるときは、次期総会もしくは臨時総会で選出す
る。

旧
第３章 組織
第５条
2.副会長　３名以内
4.常任幹事　若干名
会長、副会長、監事は総会にはかり、正会員中より選出す
る。常任幹事及び幹事は会員中より会長がこれを委嘱する。
第７条
役員の任期は３ヶ年とする。但し重任を妨げない
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